
 ご納品いただいているお取引業者様へご納品いただいているお取引業者様へご納品いただいているお取引業者様へご納品いただいているお取引業者様へ    

            「「「「株式会社株式会社株式会社株式会社新エィシーイー新エィシーイー新エィシーイー新エィシーイーにおける公的研究費を含む適正管理について」における公的研究費を含む適正管理について」における公的研究費を含む適正管理について」における公的研究費を含む適正管理について」 

  

 物品調達の不正使用防止に関しては、かねてより取引業者の皆様に公的研究費を含む当

社との取引において、不正使用防止に対する更なる意識向上と各業者様のコンプライアンス

確保を主眼として様々な施策（下記参照）を実施しております。 

 今後とも当社が取り組む取引に関する不正使用防止策についてご理解いただき、お取引業

者の皆様にも、御社のコンプライアンス確保の観点から、公的研究費の不正使用防止につい

て継続的かつ積極的なご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。 

 1111．取引に関する不正使用防止体制強化の背景．取引に関する不正使用防止体制強化の背景．取引に関する不正使用防止体制強化の背景．取引に関する不正使用防止体制強化の背景  

 昨今、依然として全国の研究機関等において研究費の不正使用が後を絶たず、社会問題

としても大きく取り上げられる事態となっていることから、文部科学省では「研究機関における

研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)（以下ガイドラインと略）」(文部科学大臣決定)

が、平成 26 年 2 月 18 日付で改正され、具体的に各研究機関において不正使用防止体制

の強化を図るよう求められております。 

 2222．．．．新エィシーイー新エィシーイー新エィシーイー新エィシーイーの不正使用防止体制確立の不正使用防止体制確立の不正使用防止体制確立の不正使用防止体制確立 

 当社では「新エィシーイーにおける研究費等の不正使用防止に関する基本方針」に基づき、

適正な運営を行うべく、当社の諸活動における法令遵守(コンプライアンス)を徹底しておりま

す。とりわけ、研究費の取扱い及び不正使用防止については、鋭意啓発活動の充実に努め

ております。 

 その取り組みの一環として、当社社員と取引業者の関係が緊密な状況で不正取引(不正行

為)が発生しがちであることに鑑み、癒着防止に係る更なる対策を講じるものとして「誓約書」

の提出を求めておりました。 



 3333．取引行為の「不正使用」とは何か？．取引行為の「不正使用」とは何か？．取引行為の「不正使用」とは何か？．取引行為の「不正使用」とは何か？ 

 公的研究費における取引行為の不正使用とは「実体を伴わない虚偽の書類（架空取引・架

空請求など）を作成し、実態があったものとして提出するなどし、不正に研究費を支出させる

行為」です。具体的には業者による納品済み物品の持ち帰りや納品・検収時における納品物

品の反復使用などを指しますが、いくつか具体的事例をお示しします。 

【預け金（プール金）】 

 取引業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の請求書等を作成させることにより公的研

究費を支出させ、そのお金を取引業者に管理させる行為 

【書類の書換え（書類の差換え、品目替えなど）】 

 取引業者に虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費を支出させ、実際には契約

した物品とは異なる物品に差し替えて納入させる行為 

【期ずれ】 

 過年度に納品となっている物品の支払いを当該年度に請求し、支払いを受ける行為 

【その他】 

 上記の方法以外により、虚偽の書類を作成し、不正に支払いを受ける行為など 

 4444．研究者や．研究者や．研究者や．研究者や当社社員当社社員当社社員当社社員から不正使用を求められ場合の対応についてから不正使用を求められ場合の対応についてから不正使用を求められ場合の対応についてから不正使用を求められ場合の対応について 

 万が一当社社員から「預け金」「架空請求」等の不正な要求があった場合は、毅然としてお

断りしていただき、当社の通報窓口（下記参照）へご連絡下さいますようお願い申し上げま

す。 

 また、当社社員が行った不正行為に加担した場合、或いは加担したと看做された場合に

は、以降のお取引を停止させて頂きますのでお含み置き下さい。 

 ●当社通報窓口（予め書式等にまとめて通報いただければ幸甚です） 

  〒305-0822 茨城県つくば市苅間 2530  

   株式会社 新エィシーイー 総務部 

    TEL：029-856-1801  



  

5555．公的研究費の不正使用に対する処分．公的研究費の不正使用に対する処分．公的研究費の不正使用に対する処分．公的研究費の不正使用に対する処分 

 取引業者が架空請求や預け金、品名替えなど、公的研究費の不正使用に関わる不正な取

引に関与した場合は 3 ヶ月以上 36 ヶ月以内の取引停止等の措置を講じます。また、極めて

悪質な事由、又は極めて重大な結果を生じさせた事案の場合は、24 ヶ月以上 72 ヶ月の取引

停止等の措置を講ずる場合があります。さらに、取引停止等の措置を講じた場合は、取引業

者名を含め、その内容を当社内外等に公表いたします。 

 なお、取引業者が過去の不正取引等について自己申告した場合については、情状を考慮し

た上で取引停止期間の減免などを含めた軽減措置を講ずる場合があります。 

  

6666．関連規程のご紹介．関連規程のご紹介．関連規程のご紹介．関連規程のご紹介 

文部科学省のガイドライン以下の規程等をご確認ください。 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）(平成 19年 2 月 15

日（平成 26 年 2 月 18 日改正）文部科学大臣決定)」 (PDF ファイル)(972KB) 

 

 

～お問い合わせ先～ 

  〒305-0822 茨城県つくば市

苅間 2530 

    株式会社 新エィシーイー

総務部 

     電話 029-856-1801 


